
福
祉

年
金

敬
老
会
の
ご
案
内

今
年
も
、
長
寿
を
お
祝
い
し
て
、

『
松
前
町
敬
老
会
』
を
各
校
区
ご

と
に
開
催
し
ま
す
。

７０
歳
以
上
の
対
象
者
の
方
に
は
、

ハ
ガ
キ
で
ご
案
内
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

開
催
日

９
月
１１
日
（
土
）

開
催
場
所
及
び
時
間

◎
岡
田
校
区

開
催
場
所

岡
田
中
学
校
（
体
育
館
）

受
付

８
時
１０
分
〜

式
典

９
時
〜

◎
北
伊
予
校
区

開
催
場
所

北
伊
予
小
学
校
（
体
育
館
）

受
付

９
時
４０
分
〜

式
典

１０
時
３０
分
〜

◎
松
前
校
区

開
催
場
所

松
前
小
学
校
（
体
育
館
）

受
付

１２
時
１０
分
〜

式
典

１３
時
〜

※

案
内
ハ
ガ
キ
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

�
９
８
５
―
４
１
１
３

児
童
手
当
が
小
学
校
３
年

生
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
し
た

〜
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

９
月
末
ま
で
に
申
請
を
〜

平
成
１６
年
４
月
１
日
よ
り
児
童

手
当
の
支
給
対
象
年
齢
が
義
務
教

育
就
学
前
ま
で
か
ら
、
小
学
校
第

３
学
年
修
了
前
（
９
歳
到
達
後
最

初
の
年
度
末
）
ま
で
に
拡
大
さ
れ

ま
し
た
。

新
た
に
児
童
手
当
を
受
け
よ
う

と
さ
れ
る
児
童
の
保
護
者
で
、
申

請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
役
場

福
祉
課
（
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
）

で
認
定
請
求
な
ど
の
手
続
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※

改
正
に
伴
う
新
規
認
定
請
求

な
ど
は
、
平
成
１６
年
９
月
末
ま

で
に
受
け
付
け
た
も
の
に
限
り
、

４
月
（
ま
た
は
支
給
要
件
に
該

当
し
た
日
）
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
給
さ
れ
ま
す
。

○
小
学
校
１
年
生
児
童
（
平
成
９

年
４
月
２
日
〜
平
成
１０
年
４
月

１
日
生
）
の
保
護
者

平
成
１６
年
３
月
３１
日
ま
で
児

童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
た
方

は
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

引
き
続
き
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
小
学
校
２
・
３
年
生
児
童
（
平

成
７
年
４
月
２
日
〜
平
成
９
年

４
月
１
日
生
）
の
保
護
者

次
の
書
類
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。（
用
紙
は
役
場
に
あ
り
ま

す
。）

�
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
な
い
方
は
認
定
請
求
書

�
就
学
前
の
弟
妹
が
い
る
方
で
、

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
は
額
改
定
請
求
書

申
請
場
所

役
場
福
祉
課
児
童
福
祉
係
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５
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国
民
年
金
基
金
に

加
入
し
ま
せ
ん
か

〜
長
期
化
す
る
老
後
に
備
え
、

国
民
年
金
基
金
で

ゆ
と
り
の
生
活
設
計
〜

国
民
年
金
基
金
は
、
自
営
業
者

な
ど
の
方
々
を
対
象
に
、
ゆ
と
り

あ
る
老
後
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗

せ
し
て
年
金
を
給
付
す
る
公
的
な

年
金
制
度
で
す
。

加
入
で
き
る
人

国
民
年
金
基
金
に
加
入
で
き
る

人
は
、
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
の
国

民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
、
保

険
料
を
納
め
て
い
る
人
で
す
。（
保

険
料
が
免
除
さ
れ
て
い
る
人
は
、

加
入
で
き
ま
せ
ん
。）

加
入
の
種
類
と
掛
金

１
口
目
は
、
終
身
年
金
Ａ
型
・

Ｂ
型
の
２
種
類
（
１５
年
間
保
障
付

終
身
年
金
の
「
Ａ
型
」、
保
障
期
間

な
し
の
「
Ｂ
型
」）
か
ら
選
択
し
ま

す
。２

口
目
か
ら
は
、
終
身
年
金
Ａ

型
・
Ｂ
型
の
２
種
類
、
確
定
年
金

３
種
類
（
６５
歳
よ
り
１５
年
間
支
給

の
「
�
型
」、
６５
歳
よ
り
１０
年
間
支

給
の
「
�
型
」、
６０
歳
よ
り
１５
年
間

支
給
の
「
�
型
」）
か
ら
加
入
し
ま

す
。掛

金
は
、
選
択
す
る
給
付
の
型
、

口
数
、
加
入
時
の
年
齢
及
び
男
女

の
別
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
月
々
の

掛
金
が
６
万
８
千
円
以
内
で
あ
れ

ば
、
何
口
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

な
お
、
掛
金
は
、
全
額
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

年
金
給
付

給
付
の
型
や
加
入
口
数
に
よ
っ

て
、
年
金
額
が
決
ま
り
ま
す
。
受

け
取
る
年
金
に
は
、
公
的
年
金
等

控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

掛
金
の
納
付
方
法

掛
金
は
加
入
者
が
指
定
し
た
金

融
機
関
・
郵
便
局
か
ら
口
座
振
替

に
よ
っ
て
納
付
し
ま
す
。

な
お
、
国
民
年
金
基
金
の
掛
金

だ
け
で
な
く
、
国
民
年
金
本
体
の

保
険
料
も
合
わ
せ
て
口
座
振
替
で

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

加
入
の
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

愛
媛
県
国
民
年
金
基
金

�
９
２
１
―
２
１
８
２

Information

�
昨
年
の
様
子
（
松
前
校
区
）
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